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入学から修了までの学修プロセスの概要

年次 月

4月 ・ 入学時オリエンテーション（教育課程、履修方法、研究の進め方、学位論
文の審査方法など）

5月 ・ 主研究指導教員・副指導教員の申請

・ 履修登録：指導教員と相談して履修計画を策定する。

６月 ・ 研究課題の焦点化、予備研究の必要性などの検討

10月 ・ 予備研究の実施、修士論文研究計画書の作成

11月 ・ 修士論文研究計画書の発表および研究計画書審査

12月 ・ 倫理審査委員会への申請および審査
・ 研究開始

1月 ・ 修士論文発表会
・ 修士論文の提出

2月 ・ 修士論文の審査および最終試験

3月 ・ 修士論文原稿提出
・ 学位授与

内容

1年次

2年次
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資料５
研究指導の標準的なスケジュール

年次 学期

・ ・ 指導教員の決定 ・
・ 研究課題の焦点化につい

て指導する。

・修士論文研究計画書の作
成

・ 修士論文研究計画の立案
について指導する。

・修士論文研究計画書の発
表および研究計画書審査

・ 修士論文研究計画書発表
会のプレゼンテーション
について指導する。

・ 研究計画書の審査

・修士論文研究計画書の修
正

・ 研究計画書の修正につい
て指導する。

・倫理審査委員会への申請
および審査

・ 倫理審査委員会における
審査結果に基づいて指導
する。

・ 倫理審査委員会での審
査・承認

・研究開始
・修士論文研究の遂行 ・ 適切に研究が遂行されて

いるか指導する。
・修士論文の作成 ・ 修士論文の作成について

指導する。

・修士論文発表会
修士論文の提出

・ 修士論文発表会のプレゼ
ンテーションについて指
導する。

・ 学位論文審査委員会での
修士論文審査

・修士論文の審査および最
終試験

・ 学術雑誌への投稿につい
て指導する。

・ 学環運営委員会で最終試
験の合否決定

・修士論文原稿提出
・学位授与

大学院生の研究活動 研究指導 大学の動き

研究課題の焦点化 オリエンテーション

2年次 前期

後期

後期

1年次 前期



愛媛大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委員会規程 

 平成１６年４月１日 

 制       定 

（設置） 

第１条 愛媛大学医学部附属病院（以下「本院」という。）に，人を対象とする生命科学

・医学研究に関する倫理指針（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１

号。以下「生命・医学系指針」という。）の適用を受ける臨床研究及び外部からの依頼

を受けて実施する医薬品等の臨床研究（製造販売後調査を含む）に関する審査を行うた

め，愛媛大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 自主臨床研究 生命・医学系指針の適用を受ける臨床研究をいう。

(2) 治験等 外部からの依頼を受けて実施する医薬品等の臨床研究（製造販売後調査を

含む。）をいう。 

(3) 臨床研究等 治験等及び自主臨床研究をいう。

（審査等） 

第３条 委員会は，自主臨床研究において研究責任者から研究実施の適否等について意見

を求められた場合及び治験等において附属病院長の諮問があった場合に，次の各号に掲

げる事項を審査する。 

(1) 臨床研究等の目的及び方法が明確であり，科学的，倫理的にみて妥当であること。 

(2) 臨床研究等において参加者又は患者のインフォームド・コンセント，プライバシー

及び経済的負担に関する事項が適切に対処されること。 

(3) 臨床研究等の実施中又は終了時に行う調査に関すること。

(4) 臨床研究等を実施する研究責任者及び研究分担者（以下「研究担当者」という。）

の資格要件に関すること。 

(5) その他臨床研究等に関すること。

２ 自主臨床研究において，公衆衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急に研究

を実施する必要があると判断される場合には，附属病院長の許可をもって研究を実施す

ることができる。この場合において，当該研究の研究責任者は，許可後遅滞なく，前項

に規定する審査を受けなければならない。 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 薬剤部長

(2) 医学・医療の専門家等，自然科学の有識者

(3) 倫理学・法律学の専門家等，人文・社会科学の有識者

(4) 研究対象者の観点も含めて，一般の立場から意見を述べることのできる者

２ 前項第２号から第４号までの委員は，病院長が委嘱する。 

３ 委員会は，男女両性で構成され，５名以上とする。 
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４ 第１項第２号から第４号までの委員の中には，本院に直接所属しておらず，かつ直接

的利害関係を有していない者を複数含むものとする。 

５ 第１項第２号から第４号までの委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，

補欠により指名された委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

６ 臨床研究支援センター長は，オブザーバーとして委員会に出席することができる。 

７ 委員長は，審査の対象，内容等に応じて有識者に意見を求めることができる。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，前条第１項第１号から第２号までの委員のうちから病院

長が指名する。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

（委員会） 

第６条 治験等を審査する委員会は，過半数の委員（第３条第１項第２号の委員１人以上，

第３条第１項第３号又は第４号の委員で，かつ，本院と利害関係を有しない委員２人以

上を含む。）の出席がなければ，議事を開くことができない。 

２ 自主臨床研究を審査する委員会は、過半数の委員（第３条第１項第２号から第４号ま

での委員各１人以上，愛媛大学に所属しない委員２人以上及び男女両性の委員各１人以

上を含む。）の出席がなければ，議事を開くことができない。 

３ 当該臨床研究等の研究担当者と関係のある委員は，当該臨床研究等に関する判定に加  

わることができない。 

４ 委員会は，原則として出席した委員のうち判定に加わる委員全員の同意を得るものと

する。ただし，全員の同意を得ることが困難な場合は，４分の３以上の同意を得るもの

とする。 

５ 委員会は，必要の都度，開催する。 

（報告） 

第７条 委員長は，委員会の審査結果を，治験等は附属病院長に，自主臨床研究は研究責

任者に報告するものとする。 

（委員以外の出席） 

第８条 委員長が当該臨床研究等に関し必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出

席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（専門委員会） 

第９条 委員会に，時間を要する審査案件等を事前に審査するため，委員長の判断により，

専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会に関する事項は，別に定める。 

（守秘義務） 

第１０条 委員は，委員会において知り得た事項は一切，漏らしてはならない。なお，

委員を退いた後も，同様とする。 

 （事務） 

第１１条 委員会の事務は，医学部研究協力課において処理する。 

（雑則） 



第１２条 この規程に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は，平成１８年４月１日から施行し，平成１６年１１月１６日から適用する。 

附 則 

  この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は，平成２４年９月１３日から施行し，平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２７年１１月１２日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和３年６月３０日から施行する。 
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時限 月 火 木 土

1 疫学概論 感染症・健康危機管理学 医農融合公衆衛生学概論

2 疫学概論 保健行政概論 医農融合公衆衛生学概論

3 疫学概論 社会科学・行動科学概論

4 臨床疫学概論 精神保健学概論

5

6

7

集中
受講生と
相談の上

決定
備考

発表、討論の日時については、すべての学生が
参加可能な日程を調整する。

仕事を続けながら学ぶ学生のために、全ての科目
にはeラーニングを開設している。

時間割（医農融合公衆衛生学環）
　M1前期

水 金

ヘルスデータサイエンス概
論

医学統計学概論 環境・食品衛生学概論



時限 月 火 木 土

1

2

3

4 地域看護学Ⅰ特論

5 機能性⾷品開発論 地域看護学Ⅱ特論

6 疫学方法演習 ＥＢＭ演習／統計演習 医農融合公衆衛生学演習

7

集中
受講生と
相談の上

決定
備考

医農融合公衆衛生学演習

発表、討論の日時については、すべての学生が
参加可能な日程を調整する。
実践研究は担当教員と適宜、相談できる体制を
整える。

仕事を続けながら学ぶ学生のために、実践研究を
除く全ての科目にはeラーニングを開設してい
る。

実践研究

実践研究

時間割（医農融合公衆衛生学環）
　M1後期

水 金



時限 月 火 木 土

1

2

3

4

5

6

7

集中
受講生と
相談の上

決定
備考保健所演習（６月３日間）、地域医療学演習（８月３日間） 実践研究は担当教員と適宜、相談できる体制を

整える。

実践研究

実践研究

時間割（医農融合公衆衛生学環）
　M2前期

水 金



時限 月 火 木 土

1

2

3

4

5

6

7

集中
受講生と
相談の上

決定
備考

実践研究は担当教員と適宜、相談できる体制を
整える。

時間割（医農融合公衆衛生学環）
　M2後期

水 金

実践研究



医農融合公衆衛生学環授業担当教員一覧 資料９

専門領域(所属講座） 学位

〇 教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

助教 時信　亜希子 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

〇 教授 西嶋　真理子 地域健康システム看護学 博士(保健学)

教授 谷向　知 地域健康システム看護学 博士(医学)

教授 藤村　一美 地域健康システム看護学 博士(保健学)

非常勤講師 石丸　文至 博士(医学)

非常勤講師 河野　英明 学士(医学)

非常勤講師 三木　優子 学士(医学)

非常勤講師 廣瀬　浩美 学士(医学)

〇 教授 木村 映善 社会・健康医療情報学 博士(医学)

教授 城戸　輝仁 器官・形態放射線医学 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

助教 時信　亜希子 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 橘　哲也 畜産学 博士(農学)

准教授 丸山　広達 地域健康栄養学 博士(医学)

非常勤講師 徳永　章二 
理学博士
博士(医学）

〇 准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

教授 上野　修一 分子・機能精神神経科学 博士(医学)

教授 浅野　水辺 社会・健康法医学 博士(医学)

准教授（兼担）間々田　理彦 地域資源管理 博士(農業経済学)

教授（兼担） 加藤　匡宏 心理発達臨床専攻 医学博士

非常勤講師 藤井　千代 博士(医学)

〇 教授 西脇　寿 生物有機化学 博士(農学)

教授 治多　伸介 水環境再生科学 博士(農学)

教授 鑪迫　典久 環境計測学 博士(農学)

教授 高橋　真 環境計測学 博士(農学)

准教授 石橋　弘志 生態系保全学 博士(学術)

准教授 水川　葉月 環境計測学 博士(理学)

助教 丸山　雅史 微生物学 博士(農学)

教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

〇 准教授 田内　久道 中央診療施設感染制御部 博士(医学)

教授 山下　尚之 水資源システム工学 博士(工学)

非常勤講師 石野　智子 寄生病原体学部門
博士(薬学)
博士(医学)

非常勤講師 四宮　博人 医学博士

非常勤講師 三木　優子 学士(医学)

非常勤講師 廣瀬　浩美 学士(医学)

〇 教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

教授 川本　龍一 地域医療学 博士(医学)

教授 薬師神　芳洋 分子・機能臨床腫瘍学 博士(医学)

教授 杉山　隆 病因・病態産科婦人科学 博士(医学)

教授 羽藤　直人 器官・形態耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 博士(医学)

教授 山口　修 器官・形態循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 博士(医学)

准教授 永井　将弘 臨床薬理神経内科 博士(医学)

〇 教授 木村 映善 社会・健康医療情報学 博士(医学)

教授 城戸　輝仁 器官・形態放射線医学 博士(医学)

教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

教授 西嶋　真理子 地域健康システム看護学 博士(保健学)

教授 谷向　知 地域健康システム看護学 博士(医学)

教授 藤村　一美 地域健康システム看護学 博士(保健学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

〇 教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

教授 上野　修一 分子・機能精神神経科学 博士(医学)

非常勤講師 藤井　千代 博士(医学)

非常勤講師 竹之内　直人 医学博士

発
展
科
目

精神保健学概論 1 選択 １前

基
礎
科
目

1前

１前

1前

1前

1前

感染症・健康危機管理学 1 必修

臨床疫学概論 1

必修

医農融合公衆衛生学環授業担当教員

担当教員（〇科目責任者）
時期区分 授業科目 単位数

必修・選
択の別

疫学概論 3 必修

保健行政概論 1 必修

環境・食品衛生学概論 1

選択

ヘルスデータサイエンス概論 1 選択 １前

医学統計学概論 1 必修 1前

社会科学・行動科学概論 1 必修 1前



専門領域(所属講座） 学位

地域看護学Ⅰ特論 1 選択 １後 〇 教授 西嶋　真理子 地域健康システム看護学 博士(保健学)

地域看護学Ⅱ特論 1 選択 １後 〇 教授 藤村　一美 地域健康システム看護学 博士(保健学)

機能性食品開発論 1 選択 １後 〇 教授 菅原　卓也 食品機能学 博士(農学)

〇 教授 木村 映善 社会・健康医療情報学 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

助教 時信　亜希子 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 橘　哲也 畜産学 博士(農学)

准教授 丸山　広達 地域健康栄養学 博士(医学)

非常勤講師 徳永　章二 
理学博士
博士(医学）

〇 教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

助教 時信　亜希子 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 丸山　広達 地域健康栄養学 博士(医学)

〇 准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

助教 時信　亜希子 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 丸山　広達 地域健康栄養学 博士(医学)

〇 准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

非常勤講師 三木　優子 学士(医学)

非常勤講師 廣瀬　浩美 学士(医学)

地域医療学演習 1 選択 ２前 〇 教授 川本　龍一 地域医療学 博士(医学)

〇 教授 岸田　太郎 栄養科学 博士(農学)

教授 荒木　卓哉 作物学 博士(農学)

教授 菅原　卓也 食品機能学 博士(農学)

准教授 西　甲介 食品機能学 博士(農学)

准教授 丸山　広達 地域健康栄養学 博士(医学)

教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

〇 教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

助教 時信　亜希子 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

教授 岸田　太郎 栄養科学 博士(農学)

教授 荒木　卓哉 作物学 博士(農学)

教授 菅原　卓也 食品機能学 博士(農学)

准教授 西　甲介 食品機能学 博士(農学)

准教授 丸山　広達 地域健康栄養学 博士(医学)

非常勤講師 大久保　公美 博士(保健学)

教授 三宅　吉博 社会・健康疫学・予防医学 博士(医学)

教授 川本　龍一 地域医療学 博士(医学)

教授 薬師神　芳洋 分子・機能臨床腫瘍学 博士(医学)

教授 杉山　隆 病因・病態産科婦人科学 博士(医学)

教授 羽藤　直人 器官・形態耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 博士(医学)

教授 山口　修 器官・形態循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 博士(医学)

教授 木村 映善 社会・健康医療情報学 博士(医学)

教授 城戸　輝仁 器官・形態放射線医学 博士(医学)

教授 上野　修一 分子・機能精神神経科学 博士(医学)

教授 浅野　水辺 社会・健康法医学 博士(医学)

准教授 永井　将弘 臨床薬理神経内科 博士(医学)

准教授 田中　景子 社会・健康疫学・予防医学
博士(医学)
博士(歯学)

教授 西嶋　真理子 地域健康システム看護学 博士(保健学)

教授 藤村　一美 地域健康システム看護学 博士(保健学)

教授 荒木　卓哉 作物学 博士(農学)

教授 岸田　太郎 栄養科学 博士(農学)

教授 菅原　卓也 食品機能学 博士(農学)

准教授 橘　哲也 畜産学 博士(農学)

准教授 西　甲介 食品機能学 博士(農学)

准教授 丸山　広達 地域健康栄養学 博士(医学)

教授 治多　伸介 水環境再生科学 博士(農学)

教授 鑪迫　典久 環境計測学 博士(農学)

教授 高橋　真 環境計測学 博士(農学)

准教授 石橋　弘志 生態系保全学 博士(学術)

准教授 水川　葉月 環境計測学 博士(理学)

教授 西脇　寿 生物有機化学 博士(農学)

助教 丸山　雅史 微生物学 博士(農学)

医農融合公衆衛生学環授業担当教員

担当教員（〇科目責任者）

発
展
科
目

区分 授業科目 単位数
必修・選
択の別

時期

統計演習 1 必修

実
践
研
究
科
目

実践研究 8 必修
1後～
2通年

疫学方法演習 2 必修 １後

ＥＢＭ演習 1 必修 １後

１後

保健所演習 1 選択 ２前

医農融合公衆衛生学概論 2 必修 １前

融
合
科
目

医農融合公衆衛生学演習 4 必修 １後



国立大学法人愛媛大学教員規程

平成１６年４月１日
規 則 第 ６７ 号

（趣旨）
第１条 この規程は，国立大学法人愛媛大学職員就業規則（以下「就業規則」という。）第３条第３項の規定に
基づき，国立大学法人愛媛大学（以下「大学」という。）の教員の任免，研修等に関し，必要な事項を定める
ものとする。
（定義）

第２条 この規程で「部局長」とは，副学長（教育職員俸給表Ⅰ適用者に限る。），各学部長，大学院医学系研
究科長，大学院理工学研究科長，大学院農学研究科長，大学院連合農学研究科長，図書館長及び医学部附属病
院長をいう。

２ この規程で「校長」とは，附属学校の校長及び園長をいう。
３ この規程で「大学教員」とは，大学の教授，准教授，講師（常時勤務する者に限る。），助教及び助手をい
う。

４ この規程で「附属学校教員」とは，附属学校の副校長，副園長，主幹教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭及び
講師（常時勤務する者に限る。）をいう。

５ この規程で「配置換」とは，所属を変更させることをいう。
（採用及び昇任の方法）

第３条 大学教員の採用及び昇任は，選考によるものとする。
２ 大学教員の採用及び昇任のための選考の基準は，教育研究評議会（以下「評議会」という。）の審議を経て，
学長が定める。

３ 大学教員の採用及び昇任のための選考は，前項の基準により，各学部（理学部，医学部，工学部及び農学部
を除く。）の教授会，大学院医学系研究科教授会，大学院理工学研究科教授会，大学院農学研究科教授会，大
学院連合農学研究科委員会，教育・学生支援機構教育学生支援会議，社会連携推進機構社会連携推進会議，
先端研究・学術推進機構先端研究推進会議，先端研究・学術推進機構学術研究会議又は国際連携推進機構国
際連携推進会議（以下「教授会等」という。）において審議し，当該教授会等はその結果を人事委員会に報告
する。

４ 人事委員会は，前項の報告の内容について審議する。
５ 第３項の教授会等の選考によらない大学教員の採用及び昇任のための選考は，第２項の基準により，人事委
員会において審議する。

６ 学長は，前２項に掲げる手続を経て，大学教員の採用及び昇任について選考し，決定する。
７ 附属学校教員の採用及び昇任は，別に定めるところにより，学長が選考し，決定する。
８ 部局長及び校長は，別に定めるところにより，学長が選考し，決定する。
（任期を定めた雇用）

第４条 大学教員については，任期を定めた雇用を行うことができる。
２ 前項の雇用に関する必要な事項は，国立大学法人愛媛大学教員の任期に関する規程の定めるところによる。
（配置換及び出向）

第５条 就業規則第１２条第１項から第４項までの規定に基づき，配置換又は出向（以下この条において「異動」
という。）を命ぜられた大学教員のうち，当該異動に異議がある者は，その理由を付して，書面により学長に
申し立てることができる。

２ 前項による申立てがあったときは，申立て理由が正当か否かを評議会において審議するものとする。
３ 学長は，前項の審議の結果を受けて，異動の可否を決定するものとする。
（降任，解雇及び解任）

第６条 就業規則第１１条及び第２８条の事由に該当し，降任又は解雇の予告を受けた大学教員のうち，当該処
分に異議がある者は，その理由を付して，学長に申し立てることができる。部局長の解任についても，同様と
する。

２ 前項による申立てがあったときは，申立て理由が正当か否かを評議会において審議するものとする。
３ 学長は，前項の審議の結果を受けて，処分の可否を決定するものとする。
第７条 削除
（定年）

第８条 大学教員の定年は，就業規則第２２条の規定にかかわらず，満６５歳とし，定年に達した日以後におけ
る最初の３月３１日をもって退職する。

第９条 削除
（勤務成績の評定）

第１０条 附属学校教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は，学長が行う。
（試用期間）

第１１条 附属学校の教諭の試用期間は，就業規則第９条第１項ただし書きの規定に基づき，１年とする。
２ 前項の規定にかかわらず，地方公務員法により正式採用された公立学校の教頭，教諭，養護教諭又は栄養教
諭が交流協定に基づく人事交流により引き続き本学の附属学校教員に採用された場合は，就業規則第９条の規
定は適用しない。

第１２条 削除
第１３条 削除
第１４条 削除
（大学院修学休業）
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第１５条 附属学校の教諭，養護教諭及び栄養教諭は，学長の許可を受けて，３年を超えない範囲内で年を単位
として定める期間，大学（短期大学を除く。）の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当
する外国の大学の課程に在学してその課程を履修するための休業（以下「大学院修学休業」という。）をする
ことができる。

２ 大学院修学休業をしている期間については，給与を支給しない。
３ 大学院修学休業に関し必要な事項は，別に定める。
（助教及び助手の特例）

第１６条 大学の助教及び助手については，評議会の審議を経て，この 規程に規定するものとは別に選考等の
手続方法を定めることができる。
（教員以外の者に対するこの規程の準用）

第１７条 附属高等学校の実習助手については，この規程の附属学校教員に関する規定を準用する。

附 則
この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成１８年３月８日から施行し，平成１８年３月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則
１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。
２ 本規程施行の前日に教務職員として本学に在職し，引き続き施行日において助手に配置換となった者の定年
は，第８条の規定にかかわらず，満６０歳とする。

附 則
この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２０年５月１４日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成２２年４月１４日から施行し，平成２２年４月１日から適用する。

附 則
この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２５年４月１０日から施行する。

附 則
この規程は，平成２５年７月１０日から施行する。

附 則
この規程は，平成２６年６月１１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則
この規程は，平成２９年４月１日から施行する。
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大学院生室の見取り図

５階　院生研究室　４３㎡
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